
主要なかび毒・自然毒等の概要 2021年（令和3年）度末時点での情報をもとに作成
[〇〇-No]は.引用を示す：別添の参照文献一覧参照
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産生菌・物質等 健康被害発生状況（※１） 毒性に係る知見 リスク管理状況（※２） リスク評価実績

オクラト
キシンA
（OTA)

【産生菌】
Aspergillus  属及びPenicillium  属に属する数種の糸
状菌が産生[OTA-1]

【物質】
ジヒドロイソクロメンの基本骨格に、7 位のカルボキ
シル基を介してフェニルアラニン分子がアミド結合し
たもの[OTA-2,3]
OTA に加え、オクラトキシンB（OTB）、オクラトキシン
α（OTα）等の類縁体を産生するものがある[OTA-
1]

【対象食品】
穀類、豆類、種実類、香辛料、ブドウ、トウモロコシ
等[OTA-1]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）[OTA-4]

【海外】
バルカン地方の風土病腎症や北アフリカの尿路上
皮腫瘍の原因である可能性が報告されている[OTA-
5,6,7,8]

【人における症状等】
バルカン風土病腎症及び泌尿器系腫瘍との疫学的な関連
についての知見は、アリストロキア酸等の他の環境要因と
共に、OTAもこれらのヒトの疾病の要因である可能性が示
唆。[OTA-1]

【急性毒性】
マウス　LD50＝46～58 mg/kg BW

鶏　LD50＝3.3 mg/kg BW[OTA-9,10]

【毒性の種類】
ほ乳動物に対して腎毒性[OTA-1]

【発がん性】
IARC：グループ2B（ヒトに対して発がん性がある可能性が
ある。）[OTA-11]
FDA：発がん性物質（2021）[OTA-12]

【厚生労働省】
オクラトキシンに関する基準値の設定等は行われていない。
※食品衛生法第13条に基づく基準値についてはCodexの小麦・大麦・ライムギへの5 µg/kgを参考に、対象食品も含め引き続き検討することとさ
れた。[OTA-13]
＜汚染実態＞
2004年から2006年（トウモロコシ製品、飲料、粉製品等）、2007年から2009年（市販食品）、2014年から2015年（乳幼児用食品）にかけて厚生労
働科学研究で汚染実態を調査。[OTA-14]

【農林水産省】
米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン(平成24年2月29日公表)を策定
※飼料中の OTAの基準値その他の措置の必要性を検討するため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス対象とし
た。[OTA-15]
＜汚染実態＞
国産穀類（米、小麦、大麦等）及びその加工品について含有実態を調査し、ほぼ全てが定量下限未満であることを確認。（2005-2009、2014-
2016）[OTA-16]

【Codex】
小麦　ML：5 µg/kg　大麦　ML：5 µg/kg　ライ麦　ML：5 µg/kg[OTA-17]
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範（CXC 51-2003）、スパイス中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範（CXC
78-2017）、ワイン中のOTA汚染の防止及び低減に関する実施規範（CXC 63-2007）、コーヒー中のOTA汚染の防止及び低減に関する実施規範
（CXC 69-2009）、カカオ中のOTA汚染の防止及び低減に関する実施規範（CXC 72-2013）を策定

【EU】未加工の穀類、穀類加工品にMLを設定[OTA-18]

【食品安全委員会】
食品健康影響評価（自ら評価）を実施（2014）
非発がん毒性に関するTDIを16 ng/kg BW/d、発がん性に関するTDIを15
ng/kg BW/dと設定。
ばく露評価の結果、食品からのOTAの摂取が一般的な日本人の健康に悪
影響を及ぼす可能性は低いと結論。[OTA-1]

【JECFA】
PTWI=112 ng/kg BW/週（LOAEL=8 µg/kg BW/dに不確実係数500を用い設
定。）（2007）[OTA-19]

【EFSA】
遺伝毒性や発がん性の作用機序の知見が明らかでないため、ラットの腫瘍
性効果（腎細胞がん）に関するBMDL10値（14.5 µg/kg BW/d）には10,000の

MOEが必要（2020）[OTA-20]

フモニシ
ン

【産生菌】
Fusarium verticillioide s 、F. proliferatu m 等のフザリ
ウム属菌が産生[FU-1]

【物質】
28種類が報告されており（2017年時点）、A群、B群、
C群、P群に分類される。[FU-2]
穀物からの検出はB群によるもので、食品安全委員
会ではFB1,FB2,FB3を評価対象とした。[FU-1]

【対象食品】
フモニシンが検出されるのは殆どがトウモロコシ
[FU-1]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）[FU-3]

【海外】
米国で神経管閉鎖障害（NTD)発生のリスクである可
能性が示唆された事例、中国においてフモニシン汚
染と食道がん発生率との関連性が報告されている。
[FU-4,5,6,7]

【人における症状等】
妊娠中のフモニシンばく露は出生児におけるNTDを増加さ
せる要因である可能性。[FU-1]

【急性毒性】
LD50の報告なし[FU-1]

マウス　LOAEL＝25 mg/kg BW[FU-8]

【毒性の種類】
マウスやラットでは肝毒性・腎毒性、生殖毒性
ウマにELEM（白質脳軟化症）、ブタにPPE（肺水腫）
[FU-1]

【発がん性】
IARC：グループ2B（FB1,B2,C）[FU-9]

【厚生労働省】
フモニシンに関する基準値の設定等は行われていない。
※規制値は作らないが、情報収集とモニタリングは定期的に実施することとされた。薬事食品衛生審議会食品規格部会（2018）
＜汚染実態＞
2004年から2006年（トウモロコシ製品等）、2007年から2009年（市販食品）、2014年から2015年（乳幼児用食品）にかけてフモニシンB類３種を対
象に厚生労働科学研究で汚染実態を調査。[FU-10]

【農林水産省】
飼料の管理基準：家畜及び家きんに給与される配合飼料　4 mg/kg（FB1+FB2+FB3）[FU-11]

※粗飼料中のかび毒について基準値等の検討に必要なデータを得るため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス
対象とした。[FU-12]
＜汚染実態＞
主たるばく露源であるトウモロコシ加工品の原料の食用の子実トウモロコシの生産が国内ではほとんど無いことから、食品の含有実態調査は
行っていない。[FU-13]

【Codex】
トウモロコシ　ML：4,000 µg/kg、トウモロコシ粉　ML：2,000 µg/kg[FU-14]
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範を策定（CXC 51-2003）[FU-15]

【EU】未加工トウモロコシ（4,000 µg/kg）、トウモロコシを主とした乳幼児用食（200 µg/kg）などにMLを設定[FU-16]

【米国】コーンブラン（4ppm）、ポップコーン用コーン（3ppm）などにガイダンスレベルを設定[FU-17]

【食品安全委員会】
食品健康影響評価（自ら評価）を実施（2017）
各種毒性試験について検討した結果、フモニシンは非遺伝毒性発がん物
質であると判断し、フモニシン（FB1、FB2及びFB3の単独又は合計）のTDI

（耐容一日摂取量）を2 µg/kg BW/日と設定した。
ばく露評価の結果、食品からのフモニシンの摂取が一般的な日本人の健康
に悪影響を及ぼす可能性は低いと結論。
[FU-1]

【JECFA】
グループPMTDI=2 µg/kg BW/d（FB1,FB2,FB3の単独または組み合わせ）

（2016）[FU-18]

【EFSA】
グループTDI=2 µg/kg BW/d（FB1、B2及びB3）を設定、1～10歳の子供のば

く露量がPMTDIを超える可能性を示した。（2014）[FU-19]
BMDL10を0.1 mg/kg BW/dとし、UF（不確実係数）を100とした結果、TDIは

1.0 µg FB1/kg BW/dを導出。FB2、FB3およびFB4はFB1と共にグループTDI

に含めるべき(2018）[FU-20]

デオキシ
ニバレ
ノール
（DON）

【産生菌】
Fusarium 属菌（F.graminearum 、F.culmorum  等)が
産生[DON-1,2]

【物質】
タイプBトリコテセン（トリコテカン（trichothecane）の８
位にカルボニル基を有する）
・DON
・3-Ac-DON（DONの前駆体）
・15-Ac-DON（DONの前駆体）
・DON-3-Glucoside（DONの配糖体）
[DON-3]

【対象食品】
穀類（特に小麦、大麦及びトウモロコシ）[DON-4]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）[DON-5]
日本では、1950年代に赤かび病の被害を受けた米・
麦を摂食した人や家畜の間に急性赤かび中毒が多
発し、その原因としてDONやNIVなどのトリコテセン化
合物が発見された。[DON-4]

【海外】
1980年代に中国、インドなどで食中毒事例あり
[DON-4]

【人における症状等】
急性毒性症状は悪心、嘔吐、下痢、腹痛、めまい、発熱
[DON-6]

【急性毒性】
マウス　LD50＝46 mg/kg BW（DDY雄）、78 mg/kg BW

（B6C3F1雌）
鶏　LD50＝140 mg/kg BW

[DON-7,8,9]

【毒性の種類】
実験動物を用いた毒性試験では、主に嘔吐、摂餌量の減
少、体重増加抑制及び免疫系に及ぼす影響が認められ
た。また、これらの影響が認められた用量よりも高用量で、
胎児毒性及び催奇形性が認められた。[DON-4]

【発がん性】
IARC：グループ3（ヒトに対する発がん性について分類でき
ない。）[DON-10]

【厚生労働省】
小麦の規格基準：DONを1.0 mg/kgを超えて含有するものであってはならない（R4.4より適用）[DON-11]
※引き続き正確なばく露評価を行うためのデータ収集を進めることについて了承。薬事食品衛生審議会食品規格部会（2020）
食品衛生法第27条に基づく輸入届出について、デオキシニバレノールに係るモニタリング検査を実施。
＜汚染実態＞
2014年から2015年（乳幼児用食品）にかけて厚生労働科学研究で汚染実態を調査。[DON-12]

【農林水産省】
反すう動物（ほ乳期のものを除く。）に給与される飼料（配合飼料を除く。）の管理基準　4 mg/kg
反すう動物（ほ乳期のものを除く。）に給与される配合飼料の管理基準　3 mg/kg
家畜（反すう動物（ほ乳期のものを除く。）を除く。）及び家きんに給与される飼料の管理基準　1 mg/kg　　　　　[DON-13]
麦類のデオキシニバレノール・ニバレノール汚染低減のための指針（平成20年12月17日公表）を策定
※国産ハトムギ中のかび毒について低減対策等の必要性を検討するため、国産麦類中の DON、NIVについて、現行の指針の有効性を検証す
るため、そして類縁体を含めた安全性を向上させる措置を検討するため、また、粗飼料中のかび毒について基準値等の検討に必要なデータを
得るため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス対象とした。[DON-14]
＜汚染実態＞
国産小麦のDONについて含有実態を調査し、2003年以降暫定基準値（1.1 mg/kg）を超えたものはないことを確認（2019）。[DON-15]

【Codex】
穀類を主とした乳幼児用食　ML：200 µg/kg
小麦、トウモロコシまたは大麦由来の粉、セモリナなど　ML：1,000 µg/kg
加工向け穀類（小麦、トウモロコシ、大麦）　ML：2,000 µg/kg
[DON-16]
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範を策定（CXC 51-2003）

【EU】未加工の穀類（デュラム小麦、オート麦、トウモロコシ以外）（1,250 µg/kg）、乳幼児用の穀類加工品（200 µg/kg）等にMLを設定[DON-17]

【食品安全委員会】
食品健康影響評価を実施（2010（自ら評価）、2019）
TDIを1 µg/kg BW/dと設定。（2019年）
DON（総和）のばく露評価の結果、現状我が国におけるばく露量はTDIを下
回るとしつつ、1～6歳集団のばく露量がTDIに近いため引き続き低減対策
に努める必要があると結論。[DON-4,18]

【JECFA】
PMTDI=1 µg/kg BW/d（ブタの嘔吐に関しBMDL10=0.21 mg/kg BWに不確実

係数25を用い設定。）、ARfD=8 µg/kg BW
※どちらもDON、3-Ac-DONと15-Ac-DONを含み、DON-3-Glucosideは含
めない。（2011）[DON-19]

【EFSA】
グループTDI （DON, 3-Ac-DON, 15-Ac-DON and DON-3-Glucosideの合
計）：1 µg/kg BW/d（2017）[DON-20]
（マウスの体重増加減少に関するBMDL10=0.11 mg/kg BW/dと不確実係数

100を使用）
グループARfD（DONとそのアセチル体を含む）: 8 µg/kg BW（一食あたり
（per eating occasion））（2017）[DON-20]

【厚生労働省】
総AF(AFB1、B2、G1及びG2の総和)を10 µg/kgを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱う[AF-8]

AFM1が0.5 µg/kgを超えて検出する乳は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱う[AF-9]

食品衛生法第27条に基づく輸入届出について、対象国や対象食品等を定めて、AFに係る検査命令、自主検査等の指導を実施。（※3）
＜汚染実態＞
2004年から2006年（ナッツ類等）、2014年から2015年（乳幼児用食品）にかけてAF類4種を対象に厚生労働科学研究で汚染実態を調査。[AF-
10]

【農林水産省】
搾乳の用に供する牛、めん羊及び山羊に給与される配合飼料：指導基準AFB1 0.01 mg/kg

反すう動物（ほ乳期のものを除く。牛、めん羊及び山羊にあっては、搾乳の用に供するものを除く。）、豚（ほ乳期のものを除く。）、鶏（幼すう及び
ブロイラー前期のものを除く。）及びうずらに給与される配合飼料及びとうもろこし：管理基準AFB1　0.02 mg/kg

反すう動物（ほ乳期のものに限る。）、豚（ほ乳期のものに限る。）及び鶏（幼すう及びブロイラー前期のものに限る。）に給与される配合飼料： 管
理基準AFB1　0.01 mg/kg

[AF-11]
米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン(平成24年2月29日公表)を策定
※国産ハトムギ中のかび毒について、全国的な含有実態を調査し、低減対策等の必要性を検討するため、また、粗飼料中のかび毒について基
準値等の検討に必要なデータを得るため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス対象とした。[AF-12]
＜汚染実態＞
国内で生産された、さとうきび加工品、落花生、落花生加工品及び大麦の調査試料（約490点）の濃度は、全て規制値（総AF：10 µg/kgを超えな
いこと） に適合（2014-2016年、2019年）。[AF-13]

【Codex】
加工原料用の木の実（アーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ）及び落花生　最大基準値（ML）：15 µg/kg（総AFとして）
直接消費用の木の実（アーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ）及び乾燥いちじく　ML：10 µg/kg　（総AFとして）
乳　ML：0.5 µg/kg（AFM1として）

[AF-14]
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範（CXC 51-2003）、落花生中のアフラトキシン汚染防止及び低減に関する実施規範
（CXC 55-2004）、木の実類中のアフラトキシン汚染の防止及び低減に関する実施規範（CXC 59-2005）、乾燥いちじく中のアフラトキシン汚染の
防止及び低減に関する実施規範（CXC 65-2008）、スパイス中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範（CXC 78-2017）、乳生産用家
畜飼料原料及び補助飼料中のAFB1汚染の低減に関する実施規範（CXC 45-1997）を策定

【欧州連合（EU）】未加工のナッツ類、加工品のナッツ類、ドライフルーツ等にMLを設定[AF-15]

【食品安全委員会】
食品健康影響評価を実施（2009：総AF（AFB1、B2、G1及びG2））

総AFは遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質であるとした。非発が
ん影響に関しては定量的評価に適用できる報告はなく、TDIを求める事は
困難とした。食品からの総AFの摂取は合理的に達成可能な範囲で出来る
限り低いレベルにするべきであるとし、汚染実態調査の結果、落花生及び
木の実について発がんリスク及び実行可能性を踏まえ適切に総AFの基準
値を設定する必要があるとした。[AF-1]
食品健康影響評価を実施（2013：乳中のAFM1及び飼料中のAFB1）

AFB1及びその代謝物AFM1も遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質

であるとした。現状においては、飼料中のAFB1の乳及びその他の畜産物を

介する人への健康影響の可能性は極めて低いものと考えられたが、飼料
中のAFB1及び乳中のAFM1の汚染は、出来る限り低いレレベルに抑えるべ

きであるとした。[AF-2]

【FAO/WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）】
AFの評価を更新し、AFが既知の最も強力な変異原性および発がん性物質
の一つであり、B型肝炎ウイルス（HBV）感染がAFの肝がん誘発能に重要
な寄与をしているというJECFA49の結論を再確認した。また、AFとフモニシ
ンの共ばく露を評価し、実験動物における証拠は、前がん病変または肝細
胞がんの発症におけるフモニシンおよびAFの共ばく露の相加的または相
乗的効果を示唆しているが、ヒトの疾病の要因として共ばく露を支持する
データはほとんどないとした。（2016）[AF-16]

【欧州食品安全機関（EFSA）】食品中のAF（AFB1、B2、G1、G2及びM1）につ

いて、遺伝毒性特性を考慮するとTDIを設定する事は適切でないと考えた。
MOEアプローチで使用されるAFB1ばく露後の雄ラットにおける肝細胞癌

（HCC）の発生率について、BMDL10を0.4 µg/kg BW/日とした。（2020）[AF-

17]

【人における症状等】
アフラトキシン摂取の結果起こりうる急性肝毒性は、成人
よりも子供の方が深刻である。嘔吐、発作、黄疸などの症
状に加え、肝機能障害や血清肝酵素の上昇が認められ
る。[AF-1]

【急性毒性】
AFB1について

マウス　LD50＝9.0 mg/kg BW

鶏　LD50＝6.5 mg/kg BW

[AF-5,6]

【毒性の種類】
ヒト及び実験動物で急性肝毒性（AFB1、AFM1）[AF-1,2]

【発がん性】
国際がん研究機関（IARC）：グループ1（ヒトに対して発が
ん性がある。）[AF-7]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）[AF-3]

【海外】
ヒトのアフラトキシン中毒に関する報告は少ないが、
2004年にケニアで発生した大規模なアフラトキシン
中毒では、中毒患者317人中125例が死亡した。[AF-
4]

【産生菌】
Aspergillus flavus  及びA. parasiticus  が産生[AF-1]
AFM1は、AFB1が摂取した動物の肝臓で代謝されて

産生される[AF-2]

【物質】
中程度の極性を有する有機溶媒（クロロホルム等）、
メタノール及びジメチルスルホキシドには易溶性
[AF-1]
食品安全委員会の評価では、総AF（AFB1, AFB2,

AFG1及びAFG2）と、乳中のAFM1及び飼料中のAFB1

を評価対象とした。[AF-1,AF-2]

【対象食品】
トウモロコシ、落花生、豆類、香辛料、木の実類、乳
等[AF-1、AF-2]

アフラト
キシン
（AF）

CO680205
スタンプ
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産生菌・物質等 健康被害発生状況（※１） 毒性に係る知見 リスク管理状況（※２） リスク評価実績

ニバレ
ノール
（NIV）

【産生菌】
Fusarium 属菌（F.graminearum 、F.culmorum  等)が
産生[NIV-1,2]

【物質】
タイプBトリコテセン（トリコテカン（trichothecane）の８
位にカルボニル基を有する）
・NIV
・4-Ac-NIV（NIVのアセチル体）
・NIV-3-Glucoside（NIVの配糖体）
[NIV-3]

【対象食品】
穀類（特に小麦、大麦及びトウモロコシ）[NIV-4]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）[NIV-5]
日本では、1950年代に赤かび病の被害を受けた米・
麦を摂食した人や家畜の間に急性赤かび中毒が多
発し、その原因としてDONやNIVなどのトリコテセン化
合物が発見された。[NIV-4]

【海外】
1980年代から1990年代にかけて、中国やインドでの
発生報告あり[NIV-4]

【人における症状等】
1987年、インドで発生したDON、T-2、HT-2及びNIVの複合
汚染による食中毒では下腹部痛、腹部膨満感、目眩、頭
痛、のどの炎症、悪心、嘔吐、下痢及び血便といった症状
が見られた。[NIV-6,7]

【急性毒性】
マウス　LD50＝38.9 mg/kg BW

鶏　LD50＝19.5 mg/kg BW

[NIV-8,9]

【毒性の種類】
実験動物を用いた毒性試験では、主に摂餌量の減少、体
重増加抑制及び免疫系に及ぼす影響が認められた。ま
た、これらの影響が認められた用量よりも高用量で胚毒性
が認められた。[NIV-4]

【発がん性】
IARC：グループ3（F. graminearum 、F. culmorum 、F.
crookwellense に由来する毒素）[NIV-10]

【厚生労働省】
NIVに関する基準値の設定等は行われていない。
※引き続き国際的な状況を注視するものの、現時点で基準値の設定は必要ないとの結論が示された。薬事食品衛生審議会食品規格部会
（2017）
＜汚染実態＞
2001年（輸入玄麦、国産玄麦）に厚生労働科学研究で汚染実態を調査。[NIV-11]

【農林水産省】
麦類のデオキシニバレノール・ニバレノール汚染低減のための指針（平成20年12月17日公表）を策定
※国産ハトムギ中のかび毒について低減対策等の必要性を検討するため、また、国産麦類中のDON、NIV等の全国的な含有実態と年次変動
を調査し、現行の指針の有効性を検証するため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス対象とした。[NIV-12]
＜汚染実態＞
国産小麦、大麦のNIVについて含有実態を調査したところ、濃度は3.0 mg/kg以下（2019）。[NIV-13]

【Codex】
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範を策定（CXC 51-2003）

【EU】DONと一定の割合で共存するため個別に措置を考慮する必要はない。[NIV-14]

【食品安全委員会】
食品健康影響評価（自ら評価）を実施（2010）
TDIを0.4 µg/kg BW/dと設定
ばく露評価の結果、食品からのNIVの摂取が一般的な日本人の健康に悪
影響を及ぼす可能性は低いと結論。
[NIV-15]

【JECFA】
―

【EFSA】
TDI = 1.2 µg/kg BW/d（2013）[NIV-16]
ARfD＝14 µg NIV/kg BW（ミンクの嘔吐に関するBMDL10（0.14 mg/kg BW）

より）
NIV-3-Glucosideについては、毒性データがないとしつつ、小腸でNIVに分
解されることから、NIVのグループARfDに含めるべきとした。（2017）
[NIV-17]

ゼアラレ
ノン

【産生菌】
Fusarium 属菌（F. graminearum  （完全世代
Gibberella zeae ）、F. cu lmorum、F. equiseti、F.
verticillioides 等）が産生[ZEA-1]

【物質】
ゼアラレノン
※家畜の生育増進ホルモン剤のゼラノール （alpha-
ゼララノール）の前駆体であり、内分泌かく乱物質の
一つ[ZEA-2]

【対象食品】
トウモロコシ、小麦、大麦等[ZEA-2]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
[ZEA-3]

【海外】
ゼアラレノンに汚染されたトウモロコシ飼料により、ブ
タの過エストロゲン症による死亡事故発生
[ZEA-2]

【人における症状等】
―

【急性毒性】
マウス及びラットにおいて20,000 mg/kgBW投与で毒性影
響なし[ZEA-4]

【毒性の種類】
生殖毒性に関するブタのLOELは0.08 mg/kg BW/d。
[ZEA-4]
遺伝毒性については、ほ乳動物細胞に対して高濃度ばく
露により染色体異常を誘導したのみ。[ZEA-5]

【発がん性】
IARC：グループ3[ZEA-6]

【厚生労働省】
ゼアラレノンに関する基準値の設定等は行われていない。
＜汚染実態＞
2010年から2012年（輸入・国産小麦等）、2013年から2015年（輸入・国産小麦等）、2014年から2015年（乳幼児用食品）にかけて厚生労働科学研
究で汚染実態を調査。[ZEA-7]

【農林水産省】
家畜及び家きんに給与される飼料（配合飼料を除く）の管理基準 1 mg/kg
家畜及び家きんに給与される配合飼料の管理基準 0.5 mg/kg [ZEA-8]
※国産ハトムギ中のかび毒について、全国的な含有実態を調査し、低減対策等の必要性を検討するため、また、粗飼料中のかび毒について基
準値等の検討に必要なデータを得るため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス対象とした。[ZEA-9]
＜汚染実態＞
国産小麦、大麦のゼアラレノンについて含有実態を調査したところ、濃度は0.44 mg/kg以下（2019）。[ZEA-10]

【Codex】
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範を策定（CXC 51-2003）

【EU】未加工の穀類（トウモロコシを除く）（100 µg/kg）やトウモロコシを主とした乳幼児用食（20 µg/kg）などのMLを設定[ZEA-11]

【食品安全委員会】
ハザード概要シートを作成（2010）[ZEA-4]

【JECFA】
PMTDI=0.5 µg/kg BW/d
（ブタの15日間試験のNOEL=40 µg/kg BW/dに安全係数約100を用い設
定。）とし、ゼアラレノン及びその代謝産物（α-ゼアララノールを含む）の総
摂取量がPMTDIをこえてはならないと勧告した（2000）[ZEA-5]

【EFSA】
TDI=0.25 µg/kg BW/d（2011）[ZEA-1]
ゼアラレノンとそのモディファイド体（第Ⅰ相及び第Ⅱ相代謝物）のグループ
TDI=0.25 µg/kg BW/d（ZEN等量として）（2016）[ZEA-12]

ステリグ
マトシス
チン
（STC)

【産生菌】
Aspergillus  属（A. versicolo r  、A. nidulans 、A.
parasiticus 、A. flavus ）が産生
※A. versicolor  は分離株のほとんどが STC 産生能
を持つが、増殖が遅くSTC の産生には約 3 週間を
要する[STC-1,2]

【物質】
ステリグマトシスチン
A. versicolo r の代謝産物として報告され、アフラトキ
シン類と同じ生合成経路を経ることや、発がん性を
有する可能性があることから、有害なかび毒の一つ
として注目
[STC-3]

【対象食品】
穀類、トウモロコシ、小麦、大麦、キャッサバ等
[STC-4]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
[STC-5]

【海外】
事例報告なし[STC-4]

【人における症状等】
―

【急性毒性】
ラット　LD50=166 mg/kg BW（雄）、120 mg/kg BW（雌）

短期毒性がある事は確認されているがNOAELを導出する
のに十分なデータはない。
[STC-3]

【毒性の種類】
発がん性に関するデータは限られているが、AFB1よりも強

力ではない。[STC-6]
遺伝毒性について、in vitro 及びin vivo で染色体損傷を確
認。[STC-7]

【発がん性】
IARC：グループ2B[STC-8]

【厚生労働省】
STCに関する基準値の設定等は行われていない。
＜汚染実態＞
2016年から2018年（小麦粉、ライ麦粉、ハト麦加工品等）、2019年から2020年（輸入・国産小麦粉等）にかけて厚生労働科学研究で汚染実態を
調査。[STC-9]

【農林水産省】
米のカビ汚染防止のための管理ガイドライン(平成24年2月29日公表)を策定
※飼料中のステリグマトシスチンの基準値その他の措置の必要性を検討するため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベ
イランス対象とした。[STC-10]
＜汚染実態＞
2016年以降、長期貯蔵された国産大麦での含有実態を調査した結果、すべての試料で定量限界（0.1～0.4 µg/kg）未満。
近年、海外でのソルガムのステリグマトシスチン汚染の報告や国内での穀類乾燥調製施設からのステリグマトシスチン産生菌の検出の報告か
ら、リスク管理の必要性が検討されている。[STC-3]

【Codex】
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範を策定（CXC 51-2003）[STC-11]
国際的に妥当性が確認された分析法や認証標準物質がないことから基準値の設定は時期尚早（2018）[STC-12]

【食品安全委員会】
ハザード概要シートを作成（2010）[STC-4]

【JECFA】
遺伝毒性を有する発がん性物質について、健康影響に基づく指標値を設
定することは適切でないため、ステリグマトシスチンのBMDL10=0.16 mg/kg

BW/d（雄ラットの肝血管肉腫）を出発点としてMOE法によるアプローチを採
用（TDIは設定していない）（2018）[STC-6]

【EFSA】
雄ラットの肝血管肉腫のBMDL10＝0.16 mg/kg BW/d

MOEについてはヨーロッパにおけるばく露データが不足しているため設定で
きない（2013）
[STC-7]

T-2トキ
シン、
HT-2ト
キシン

【産生菌】
Fusarium 属菌（F.sporotrichioides 、F.poae 、
F.equiseti 、F.acuminatum ）が産生[T2-1]
※T-2、HT-2を産生する主なかびであるF .
sporotrichioides は腐生菌で、マイナス2℃から35℃
の間で、かつ水分活性が高い（Aw 0.88以上）場合の
み生育するため、収穫時には通常これらのかび毒は
穀類に検出されないが、特に冷涼な気候下において
収穫時又は収穫後にほ場に長時間放置された場合
や、貯蔵中に濡れた場合に発生しやすくなる。[T2-
2]

【物質】
タイプAトリコテセン
T-2は小腸でHT-2に代謝され、吸収される[T2-3]

【対象食品】
穀類、豆類及びその製品[T2-3]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
T-2を含むトリコテセン類のかび毒による汚染が原因
と考えられる、人への健康被害（食中毒）が、1940-
1950年代の赤かび病汚染穀類で発生。
[T2-3]

【海外】
1940年代に旧ソ連で起こったATA症（食中毒性無白
血球症：患者の30～80%が死亡）の原因物質と考え
られている。 [T2-3]

【人における症状等】
T-2トキシンはATA症（食中毒性無白血球症）の原因物質
と考えられている。[T2-4]

【急性毒性】
（T-2)
マウス　LD50＝10 mg/kg BW

鶏　LD50＝1.84 mg/kg BW　　[T2-3]

（T-2 及びHT-2）
げっ歯類　LD50=5-10 ㎎/kg BW[T2-5]

【毒性の種類】
（T-2）免疫毒性、血液毒性[T2-1]

【発がん性】
（T-2）IARC：グループ3[T2-6]

【厚生労働省】
T-2、HT-2トキシンに関する基準値の設定等は行われていない。
＜汚染実態＞
2010年から2012年（輸入・国産小麦等）、2013年から2015年（輸入・国産小麦等）、2014年から2015年（乳幼児用食品）、2019年から2020年（輸
入・国産小麦粉等）にかけて厚生労働科学研究で汚染実態を調査。[T2-7]

【農林水産省】
※国産ハトムギ中のかび毒について、全国的な含有実態を調査し、低減対策等の必要性を検討するため、令和3年度食品の安全性に関する
有害化学物質のサーベイランス対象とした。[T2-8]
※飼料中のT-2、HT-2トキシンの基準値その他の措置の必要性を検討するため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイ
ランス対象とした。
＜汚染実態＞
2011年以降、国産麦類での含有実態を調査した結果、T-2トキシン濃度は0.018 mg/kg以下。
2011年以降、国産麦類での含有実態を調査した結果、HT-2トキシン濃度は0.11 mg/kg以下。
（どちらも小麦及び大麦の濃度）[T2-2]

【Codex】
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範を策定（CXC 51-2003）[T2-9]

【EU】穀類及び穀類製品について検出限界の指標値（未加工エン麦1,000 µg/kg等）を設定。　※T-2、HT-2の合計（2013）[T2-10]

【食品安全委員会】
ハザード概要シートを作成（2010）[T2-4,11]

【JECFA】
T-2、HT-2及びDASのグループARfDを320 ng/kg BW、
T-2、HT-2及びDASの単独又は合計でのグループTDIを25 ng/kg BWとし
た。（2022）
[T2-12]

【EFSA】
TDI＝0.02 µg/kg BW/d　※T-2,HT-2並びにその修飾体
ラットの免疫・血液毒性に係るin vivoの亜慢性毒性試験のBMDL10=3.33～

27.6 µg/kg BW/dに不確実係数200と種差10、個体差10、亜慢性試験から
の外挿2を用いた[T2-13]

ARfD＝0.3 µg/kg BW　※T-2,HT-2並びにその修飾体
ミンクの急性嘔吐のBMDL=2.97 µg/kg BWに不確実係数10を用いた（2017）
[T2-14]
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麦角ア
ルカロイ
ド類

【産生菌】
麦角菌（Clavi ceps 属菌）が産生[EA-1]

【物質】
麦角菌は、主にイネ科植物に感染し麦角病を発生す
ることが知られており、穀粒に「麦角」と呼ばれる黒
い角状の固まりを形成[EA-2]
代表種C. purpurea の生産する麦角アルカロイドはエ
ピマーを含め14 種類[EA-3]

【対象食品】
穀類（特にライ麦が汚染されやすい）[EA-4]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
[EA-5]

【海外】
中世ヨーロッパでは中毒により多数の死者をもたらし
た。[EA-4]

【人における症状等】
人では壊疽やけいれん、幻覚症状の原因となる。
血管攣縮性壊死、痙攣、脚の浮腫と皮膚の感覚異常、四
肢の激痛と壊疽、流産、母乳の分泌阻害、躁病症状や幻
覚、脱力感、蟻走感、灼熱感、嘔吐感など。[EA-1]

【急性毒性】
エルゴメトリン：マウス　LD50＝460 mg/kg BW

エルゴタミン：マウス　LD50＝3,200 mg/kg BW　[EA-1]

【毒性の種類】
生殖毒性
着床妨害による妊娠阻害、胚毒性、発達への影響、乳分
泌阻害等。[EA-1]

【発がん性】
高確率で耳に神経線維腫が発生(EFSAのCONTAMパネ
ルは、非遺伝毒性の作用機序に関連するものと結論）
[EA-1]

【厚生労働省】
麦角アルカロイドに関する基準値の設定等は行われていない。

【農林水産省】
※国産麦類中の麦角アルカロイド類の含有実態を把握し、低減対策の必要性を検討するため、令和3年度食品の安全性に関する有害化学物
質のサーベイランス対象とした。[EA-6]
農産物規格規程（2001年2月28日農林水産省告示）にて麦角粒の混入率の上限を設定。
＜汚染実態＞
2018年以降、国産麦類、小麦粉での含有実態を調査。[EA-2]

【Codex】
穀類中のかび毒汚染の防止及び低減に関する実施規範を策定（CXC 51-2003）[EA-7]

【EU】小麦について麦角の混在（質量）割合、小麦製品等について麦角アルカロイドのMLを設定（2021）[EA-8]

【食品安全委員会】
―

【JECFA】
TDI=1 µg/kg BW/d、ARfD=0.4 µg/kg BW
ラットの13週間投与試験の血管収縮に続発する尾筋収縮から得られた
BMDL10=0.6 mg/kg BW/dに不確実係数100、亜急性試験2、利用可能デー

タの制限3を用いた。（2021）[EA-9]

【EFSA】
ラットの13週間投与試験の尾筋収縮から得られたBMDL10=0.33 mg/kg

BW/dに全体的な不確実係数300を用い、ARfD=1 µg/kg BWを設定
全体的な不確実係数600（亜慢性研究から慢性研究への外挿として不確実
係数2を更に乗算）を用い、TDI=0.6µg/kg BW/dを設定した。(2012)[EA-1]

ピロリジ
ジンアル
カロイド
(PA)

【産生】
植物体が産生
被子植物のうちキク科、ムラサキ科、マメ科などの一
部を含む、約6000種の植物（被子植物の約3％に相
当）に含まれていることが知られている
[PA-1]

【物質】
ピロリジジン環構造を共通に含むアルカロイド（植物
が作る窒素（N）を含む天然物質）
これまでに600種類以上の化合物が知られている
[PA-1]

【対象食品】
茶、はちみつ、その他食用となるキク科、ムラサキ科
等の植物
[PA-1]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
[PA-2]

【海外】
PA類を含む植物由来の健康食品、飲み物等を大量
／長い間食べ続けたことによる健康被害報告があ
る。[PA-1]

【人における症状等】
肝静脈閉塞性疾患（肝硬変又は肝不全）
急性/慢性の門脈圧亢進、肝肥大、腹痛が主症状。[PA-
3]

【急性毒性】
レトロルシン：ラット　LD50=34～38 mg/kg BW

セルシオニン：マウス　LD50=57 mg/kg BW[PA-3]

【毒性の種類】
肝毒性
胎児毒性（発達異常、再吸収の増加など）をもたらすよりも
低用量で、母動物に毒性（体重増加の減少など）を示す。
動物実験は特定のPAが遺伝毒性発がん物質であることを
実証している。
[PA-3]

【発がん性】
IARC：グループ2B（リデリインなど）、グループ3（シンフィチ
ンなど）[PA-4]

【厚生労働省】
コンフリー及びこれを含む食品については、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして販売等を禁止。（2004）[PA-5]

【農林水産省】
コンフリーやその他作用の強いPAを含む植物を、飼料又は飼料原料に使用しないよう注意喚起[PA-6]
※国産農産物（山菜を含む。）や畜産物（はちみつ）について、PAの含有の有無を確認し、安全性を向上させる措置の必要性を検討するため、
令和3年度～7年度の食品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス・モニタリング中期計画の対象としている。[PA-7]
＜汚染実態＞
はちみつや緑茶、フキでの含有実態を調査。[PA-1]

【Codex】
食品及び飼料中のPA汚染の防止及び低減のための雑草管理に関する実施規範を策定（CXC 74-2014）[PA-8]

【EU】ルイボス、カモミール等の抽出物や子供用の茶についてMLを設定（2006、改正版は2022年7月施行）[PA-9]

【食品安全委員会】
食品健康影響評価を実施（2004年）[PA-10]
評価時点ではコンフリーを食することによるリスクを定量的に評価するため
の情報は不十分としつつ、健康被害が生じる可能性が否定できないことか
ら、コンフリーを摂取する事のリスクについて注意喚起するなどの適切なリ
スク管理措置を講じるべきと結論。

【JECFA】
茶やはちみつを多く喫食する人及び茶の喫食量が平均的である人のMOE
は、健康影響の懸念がある。（2020）[PA-3]

【EFSA】
・PAの発がん性リスクを評価するために、1日当たり237 µg/kg体重の新た
なreference pointを設定し、特にお茶やハーブを頻繁に、かつ大量に消費
する場合、PAのばく露に関し、人の健康への懸念があり得るとした。
・PAを産生する植物由来のサプリメントを消費すると深刻な急性／短期毒
性を引き起こす容量にばく露レベルが近づく可能性があると指摘。
・より高感度で特異的な分析法の開発を含め、食品及び飼料中のPAを監
視する努力を継続すること、また、食品に一般的に含まれるPAの毒性・発
がん性を特定するためのデータ作成について勧告（2017）[PA-11]

シアン化
合物（シ
アン化水
素
（HCN））

【産生】
植物体が産生
バラ科植物の種子や未熟な果実の部分にシアン配
糖体として含まれる

【物質】
植物によって含まれるシアン配糖体が異なる
主なものは、アミグダリン、プルナシン、リナマリン

【対象食品】
キャッサバ、ソルガム、亜麻の実、杏子の種子、梅の
種子等[CYA-1]

【国内】
過去10年間（H23～R2）ではH29年の1件（1人、
キャッサバ）以外発生無し（厚生労働省統計）
[CYA-2]

【海外】
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、英国、欧
州において、生アプリコットカーネルを喫食して中毒
になった報告がある。[CYA-3]

【人における症状等】
HCNは一度に大量にとると頭痛、めまい、嘔吐、呼吸困難
などの症状を起こす。[CYA-4]

【急性毒性】
ラットLD50（シアン化Na）　3 mg/kg BWまたは8 mg/kg BW

ウサギLD50（シアン化水素酸、シアン化Na、シアン化K）

2.34～2.7 mg/kg BW
（シアンイオンとして）[CYA-5]
人での急性経口致死量（acute lethal oral dose）は0.48～
3.37 ㎎/㎏ BW（シアン化合物として）との報告あり。[CYA-
1]

【毒性の種類】
生殖毒性

【発がん性】
―

【厚生労働省】
規格基準：清涼飲料水（シアンイオン）、豆類、生あん[CYA-6]
規格基準が設定されていないもので天然にシアン化合物を含有する食品及びその加工品について、10ppmを超えてシアン化合物を検出する食
品は食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取扱う
[CYA-7]
食品衛生法第27条に基づく輸入届出について、対象国や対象食品等を定めて、シアン化合物に係る検査命令、自主検査等の指導を実施。（※
３）

【農林水産省】
シアン化合物であるアミグダリンを含むビワの種子の粉末について摂食しないようHPで注意喚起を行っている。[CYA-4]

【Codex】
ガリとキャッサバ粉のML（シアン化水素）を設定（CXS 193-1995）[CYA-8]
シアン化水素として天然ミネラルウォーターのMLを設定（CXS 103-1981）[CYA-9]
キャッサバ及びキャッサバ製品中のシアン化水素（HCN）の低減に関する実施規範を策定（CXC 73-2013）

【EU】瓶詰めの果物　ML=5 mg/kg（シアン化水素として）[CYA-10]

【オーストラリア、ニュージーランド】キャッサバチップス　10 mg/kg マジパン　50 mg/kg　等[CYA-11]

【食品安全委員会】
食品健康影響評価を実施（2010年：清涼飲料水中のシアン）
ラットの13週間飲水投与試験からNOAEL=4.5 mg/kg BW/dとし、TDI＝4.5 µ
g/kg BW/d（シアンイオンとして）と設定。[CYA-5]

【JECFA】
ARｆD：0.09 mg/㎏ BW シアン化合物当量
PMTDI：20 µg/kg BW/d シアン化合物当量　（2011）[CYA-12]
※シアン配糖体として

【EFSA】
ARfD：20 µgシアン化合物/kg BW　（2016）　[CYA-13]

【BfR】
ARｆD：75 µgシアン化合物/kg BW　　[CYA-13]
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産生菌・物質等 健康被害発生状況（※１） 毒性に係る知見 リスク管理状況（※２） リスク評価実績

シガテラ
毒
（CTX）

【産生】
食品安全委員会のファクトシートでは、渦鞭毛藻類
が産生するシガトキシン及びその類縁化合物を「シ
ガテラ毒」と記載[CTX-1]

【物質】
シガテラ毒はエーテル結合で梯子状構造を作る13～
14個の環からなる脂溶性ポリエーテル化合物[CTX-
2]

【対象食品】
バラフェダイ、バラハタ、アカマダラハタ、アズキハ
タ、イシガキダイ、ヒラマサ等[CTX-3]

【国内】
過去10年間（H23～R2）は平均11人、4.3件（厚生労
働省統計）発生
[CTX-4]

【海外】
米国やオーストラリア、香港等で発生事例あり。
2008年以降、スペインやポルトガルでもアウトブレイ
クが発生。[CTX-5]

【人における症状等】
消化器系、循環器系症状や温度感覚異常（ドライアイスセ
ンセーション）[CTX-3]

【急性毒性】
CTX1B：マウス　LD50=0.22 µg/kg BW（p.o.）

CTX1B：マウス　LD50=0.25 µg/kg BW（i.p.）

[CTX-5]

【毒性の種類】
―

【発がん性】
―

【厚生労働省】
通知（昭和28年6月22日, 衛環発第20号）により、オニカマスはヒトに健康被害をもたらす有毒魚として食用は禁止されている。その他の魚種に
ついては、都道府県ごとに中毒事例のある有毒種を中心に食用としないよう指導し、中毒の未然防止を図っている。[CTX-3,6,7]

【農林水産省】
優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストに含まれている。[CTX-8]
安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業のうち課題解決型プロジェクト研究「海洋生物毒生成
藻類と海洋生物毒に関する研究（平成30年度～平成34年度）」にて、シガテラ毒の標準物質製造を目的とした原因藻類の探索及び培養技術の
検討を実施中（2018～2022）。[CTX-9]
＜汚染実態＞
シガテラ毒を有すると報告のある魚種（イシガキダイ、イッテンフエダイ、メガネハギ）を検査した結果、シガテラ毒は検出されなかった（2010～
2012）。[CTX-10]

【Codex】
魚醤に関する規則において、原料に「シガテラ毒やテトロドトキシンといった海洋毒を含まないこと」と指定されているのみ。基準値設定なし。
（2018）[CTX-11]

【EU】シガテラ毒などのバイオトキシンを含む水産物は、市場に流通させることが禁じられている。基準値設定なし。（2004）[CTX-12]

【食品安全委員会】
ファクトシートを作成（2013）[CTX-1]

【FAO/WHO】
シガテラは、気候変動などの理由で拡大している世界的な問題で、発生を
予測しにくくしている。（2018）[CTX-5]

【EFSA】
定量的な毒性データ、ばく露データがなく、リスク評価はできなかった。
（2010）[CTX-2]
ヨーロッパにおけるシガテラ中毒（CP）のリスク特性評価に関するThe Euro
Ciguaプロジェクトを実施：シガテラの疫学的特徴の解明、食品及び環境中
のシガトキシンの測定、分析法の開発等を行った（2016～2020）[CTX-13]

アザスピ
ロ酸
（AZA）

【産生】
原因藻類としてProtopedinium 属やAzadinium 属が
産生するという報告がある[AZA-1,2]

【物質】
アザスピロ酸は脂溶性のポリエーテルカルボン酸化
合物で、熱に安定である[AZA-1]

【対象食品】
ムラサキイガイ、ホタテガイ、アサリ、マガキ等[AZA-
1]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
[AZA-3]

【海外】
アイルランドやイタリア、フランス等で報告がある。
[AZA-1]

【人における症状等】
吐き気、嘔吐、腹痛、激しい下痢を起こし、3～18時間続く
が、通常、数日以内に回復する。[AZA-2]

【急性毒性】
LD50は算出不可とした。[AZA-4]

【毒性の種類】
遺伝毒性を示すデータは確認されていない。[AZA-5]

【発がん性】
マウスへの投与実験から、長期的な暴露は肺がんを誘発
する可能性が示唆されている。[AZA-10]

【厚生労働省】
アザスピロ酸に関する基準値の設定等は行われていない。
輸出する場合には外国の規制値（対EUの場合、可食部1 g当たり160 µg）を準用している。[AZA-1]

【農林水産省】
二枚貝の安全性を向上させる措置の必要性を検討するため、我が国周辺の二枚貝について貝毒の含有実態を把握するとして、令和3年度食
品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス対象とした。[AZA-6]
安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業のうち課題解決型プロジェクト研究「海洋生物毒生成
藻類と海洋生物毒に関する研究（平成30年度～平成34年度）」にて、貝毒原因プランクトンが産生するAZAの標準物質製造を目的とした培養技
術の検討を実施中。[AZA-7]
＜汚染実態＞
2008～2010年の28道府県における二枚貝（ホタテガイ、ムラサキイガイ、カキ等）の含有実態調査の結果、最大でもCodex基準値をはるかに下
回っていた。[AZA-7]

【Codex】
生きた及び生の二枚貝：ML≦0.16 mg/kg[AZA-8]

【EU】160 µg of AZA equivalent /㎏（2004）[AZA-9]

【食品安全委員会】
ハザード概要シートを作成（2010）[AZA-10]

【FAO/IOC/WHO】
ARfD=0.04 µg/kg BW（FAO/IOC/WHO,2004）[AZA-11]

【EFSA】
TDI設定に必要な知見がないとし、
ARfD＝0.2 µg AZA1 当量/kg BW（PODは臨床例）とした。
（2008）[AZA-4]

記憶喪
失性貝
毒
（ASP）

【産生】
主に赤藻Chondria 属や、珪藻Pseudonitzschia 属が
産生[ASP-1]

【物質】
ドウモイ酸。分子内に3つのカルボキシル基をもつ酸
性イミノ酸で水に易溶だが、酸性下では水への溶解
度が低下し、不安定である[ASP-2]

【対象食品】
ムラサキイガイ、イガイ、ホタテガイ、マテガイ、モン
ゴウイカ、ダンジネスクラブ等[ASP-2]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
[ASP-3]

【海外】
カナダで107人が被害（死者3人、1987年）[ASP-2]

【人における症状等】
食後数時間以内に吐き気、嘔吐、腹痛、頭痛、下痢を起こ
し、重症の場合は記憶喪失、混乱、けいれん、昏睡による
死亡する場合もある。[ASP-4]

【急性毒性】
マウスLD50＝3.6～4.0 mg/kg BW（i.p.）[ASP-1]

【毒性の種類】
遺伝毒性を示すデータは決定的ではない。[ASP-1]

【発がん性】
データなし[ASP-1]

【厚生労働省】
記憶喪失性貝毒に関する基準値の設定等は行われていない。
輸出する場合には外国の規制値（20ppm）を準用。[ASP-2]

【農林水産省】
二枚貝の安全性を向上させる措置の必要性を検討するため、我が国周辺の二枚貝について貝毒の含有実態を把握するとして、令和3年度食
品の安全性に関する有害化学物質のサーベイランス対象とした。[ASP-5]
＜汚染実態＞
2008～2010年の28道府県における二枚貝（ホタテガイ、ムラサキイガイ、アサリ、カキ等）の含有実態調査の結果、95%の検体が定量下限値
（0.012 mg/kg）未満の濃度であり、最大でもCodex基準値の1/25程度であった。[ASP-6]

【Codex】
生きた及び生の二枚貝：ML≦20 mg ドウモイ酸/kg[ASP-7]

【EU】20 ㎎/㎏（2004）[ASP-8]

【食品安全委員会】
ハザード概要シートを作成（2010）[ASP-9]

【FAO/IOC/WHO】
暫定ARfD=0.1 mg/kg BW（FAO/IOC/WHO,2004）[ASP-10]

【EFSA】
ARfD=30 µg ドウモイ酸/kg BW
カナダにおけるドウモイ酸中毒患者のLOAEL=0.9 mg/kg BWに、NOAELへ
の換算係数3、ヒトの感受性に関する安全係数10を用いた。
（2009）[ASP-1]

神経性
貝毒
（NSP）

【産生】
渦鞭毛藻（Karenia brevis ）が産生[NSP-1]

【物質】
ブレベトキシン（BTX)。脂溶性のポリエーテル化合物
で、ポリエーテル環の個数により2種類（AまたはB）
に分類される[NSP-1]

【対象食品】
ミドリイガイ、マガキ等[NSP-1]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
[NSP-2]

【海外】
アメリカ、ニュージーランドでしばしば発生[NSP-1]

【人における症状等】
二枚貝摂取後30分から3時間で、吐き気、嘔吐、下痢、麻
痺、感覚異常等の症状を示し、数日続く。[NSP-3]

【急性毒性】
LD50＝6,600 µg/kg BW（BTX-2）

LD50＝520 µg/kg BW（BTX-3）

[NSP-3]

【毒性の種類】
DNA損傷試験陽性など遺伝毒性を疑う知見あり。[NSP-3]

【発がん性】
BTX-2はラット肺細胞でDNA付加体を形成することから、
長期毒性として発がん性の可能性が懸念される。
（EFSA,2010）[NSP-3]

【厚生労働省】
神経性貝毒に関する基準値の設定等は行われていない。

【農林水産省】
＜汚染実態＞
2008～2010年の28道府県における二枚貝（ホタテガイ、ムラサキイガイ、アサリ、カキ等）の含有実態調査の結果、全検体が定量下限値（0.004
～0.031 mg/kg）未満の濃度であった。[NSP-5]

【Codex】
生きた及び生の二枚貝：ML≦200 mouse units or equivalent/kg[NSP-6]

【米国】Action Level　二枚貝、イガイ、カキ：20 MU/100 g（≧0.8 mg/kg）[NSP-7]

【食品安全委員会】
ハザード概要シートを作成（2010）[NSP-8]

【FAO/IOC/WHO】
現時点ではリスク評価に必要なデータが不十分。（FAO/IOC/WHO,2004）
[NSP-9]

【EFSA】
実験動物及びヒトに対する毒性のデータが不足しているため、ARfD、TDIは
設定できないとされた。
（2010）[NSP-3]
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産生菌・物質等 健康被害発生状況（※１） 毒性に係る知見 リスク管理状況（※２） リスク評価実績

麻痺性
貝毒
（PSP）

【産生】
日本における毒化原因プランクトンはAlexandrium
catenella 、Alexandrium tamaense 、 Alexandrium
tamiyavanichii 、Gymnodinium catenatum　 [PSP-1]

【物質】
サキシトキシン、ネオサキシトキシン、ゴニオトキシン
等。サキシトキシンをはじめとする麻痺性貝毒は水
溶性で、中性あるいは弱酸性溶液中では加熱に対し
て安定だが、アルカリ性では不安定である[PSP-2]

【対象食品】
日本ではホタテガイ、アサリ、マガキ、ムラサキイガ
イなど二枚貝類の他、マボヤとウモレオウギガニでも
食中毒が発生した[PSP-1]

【国内】
過去10年間（H23～R2）では、H25年1件（患者数2
名）、H27年1件（患者数4名）、H28年1件（患者数2
名）、H30年4件（患者数6名）、R1年1件（患者数2名）
発生（厚生労働省統計）
[PSP-3]

【海外】
アジア、欧州、北中南アメリカ、アフリカ、オセアニア
で発生[PSP-1]

【人における症状等】
麻痺性貝毒による中毒症状はフグ毒中毒によく似る。食後
30分程度で軽度の麻痺がはじまり、麻痺は次第に全身に
広がり、 最終的には呼吸麻痺により死亡することがある。
[PSP-1]

【急性毒性】
ラット：LD50＝212 µg/kg BW

サル：LD50＝400～800 µg/kg BW

（EFSA,2009）[PSP-2]

【毒性の種類】
データなし[PSP-4]

【発がん性】
データなし[PSP-4]

【厚生労働省】
麻痺性貝毒を含む貝類について、殻付き、むき身、加工品等その形態によらず、その可食部1 g当たりの毒量が4 MUを超えるものは、食品衛生
法第6条第2号の規定に違反するものとして取扱う[PSP-5]
食品衛生法第27条に基づく輸入届出について、対象国や対象食品等を定めて、麻痺性貝毒に係る検査命令、自主検査等の指導を実施。（※
３）

【農林水産省】
優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストに含まれている。[PSP-6]
都道府県に対して二枚貝等の生産段階における監視、出荷の自主規制等のリスク管理措置を通知。[PSP-7]また、リスク管理についての具体
的な方策や留意点、科学的根拠等を示したガイドラインを通知。[PSP-8]
「安全な農林水産物安定供給のためのレギュラトリーサイエンス研究委託事業（平成29年～31年度）」にて、麻痺性貝毒の機器分析法ならびに
簡易測定法を開発し、マニュアルにまとめている。[PSP-10]また、これら分析法の開発を受け、ガイドラインの内容を見直し、令和4年3月に新た
なガイドラインを通知。

＜汚染実態＞
都道府県が生産海域における二枚貝等をモニタリングしており、出荷の自主規制を要請している。令和3年の麻痺性貝毒による出荷の自主規
制は48件。[PSP-9]

【Codex】
生きた及び生の二枚貝：ML≦0.8 mg（2HCL） of STX eq/kg[PSP-11]

【EU】800 µg/kg（2004）[PSP-12]

【食品安全委員会】
ハザード概要シートを作成（2010）[PSP-4]
ファクトシートを作成（2014）[PSP-13]

【FAO/IOC/WHO】
暫定ARfD=0.7 µg STX eq/kg BW
疫学データを完全に評価したり、STX群のARｆDや暫定ガイダンスレベル
/MLを導き出すため、調理又は加工による効果を評価したりするためには、
さらなる努力が必要（FAO/IOC/WHO,2004）[PSP-14]

【EFSA】
ARfD＝0.5 µg STX eq/kg BW（2009）[PSP-2]

テトロドト
キシン
（TTX）

【産生】
海洋細菌と考えられている[TTX-1]

【物質】
テトロドトキシンの結晶は有機溶媒や水に不溶だ
が、含水アルコールや酸性溶液には可溶である。弱
酸性溶液中では加熱に対して安定だが、中性溶液
での加熱やアルカリや強酸性溶液中では不安定で
ある[TTX-2]

【対象食品】
フグ科魚類（アカメフグ、クロサバフグ、トラフグ等）、
バイ、キンシバイ、ボウシュウボラ等
[TTX-2,3]

【国内】
フグによる食中毒：過去10年間（H23～R2）は平均
24.9人、18.2件[TTX-4]

キンシバイ（巻貝）による食中毒：過去10年間（H23～
R2）はH27年の1件（1人）以外発生無し[TTX-3]

【海外】
東南アジア、中国、台湾、韓国で発生[TTX-1]

【人における症状等】
食後20分から3時間程度の短時間で現れる。
中毒症状は 口唇部や指先の痺れから呼吸停止まで、臨
床的に4段階に分けられる。[TTX-2]

【急性毒性】
マウスLD50＝8.7 µg/kg BW（i.v.）、10 µg/kg BW（i.p.）[TTX-

1]
マウスLD50＝232、532 µg/kg BW[TTX-5]

【毒性の種類】
データなし[TTX-1]

【発がん性】
データなし[TTX-1]

【厚生労働省】
食べることができるフグの種類・部位・漁獲海域を定めている。それ以外の部位の販売、提供等は食品衛生法第6条第2号違反として取り扱う。
[TTX-6]
また、巻貝（キンシバイ）について、食中毒の原因となる恐れがあるため摂取しないよう注意喚起している。[TTX-7]

【農林水産省】
フグを無資格で調理したり、他人に譲ったりしないよう注意喚起している。[TTX-8]

【Codex】
魚醤に関する規則において、原料に「シガトキシンやテトロドトキシンと言った海洋毒を含まないこと」と指定されているのみ。基準値設定なし。
（2018）[TTX-9]

【米国】テトロドトキシンによる健康被害はアジアに限られており、原因となる魚類が米国に輸入されることはほぼない、としている。（2021）[TTX-
10]

【食品安全委員会】
ハザード概要シートを作成（2010）[TTX-1]
食品健康影響評価を実施（2005、2017）
佐賀県内の事業者からの提案で養殖トラフグの肝臓についての諮問を受
け、食品健康影響評価を実施[TTX-11,12]

【FAO/IOC/WHO】
確認できず

【EFSA】
・欧州の二枚貝と腹足類でテトロドトキシンが検出されたことを背景に、EC
はEFSAに評価を依頼
EFSAは二枚貝の400g、44 µg/kg貝を食べてもヒトの健康に影響を及ぼすこ
とはないとした（EFSA,2017）[TTX-5]

・ARfD=0.25 µg TTX/kg BW（EFSA2017）[TTX-5]

（※１）国内の食中毒発生状況については推定による報告も含む。
（※２）食品衛生法における有毒有害な物質のリスク管理について
【法第６条第２号におけるリスク管理】
法第６条第２号において、有毒有害な物質を含む食品の販売等を禁止し、有毒有害な物質等が含まれたり、付着した食品、あるいはその疑いがあるものについては、本号に違反するものとしてリスク管理を行っている。
【法第13条におけるリスク管理】
① 健康被害の未然の防止
法第６条に違反するような食品は人の健康を害するおそれがきわめて高いものであり、法第６条の規定のみでは未然に健康危害の発生を防止することが難しいため、汚染実態調査等を実施し、健康危害を未然に防ぐ観点から、基準値を設定する必要があるかリスク判断している。
② 法第６条２号のただし書きにより、適用を受けないもの
人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、法第６条を適用しないこととされている。豆類のシアン化合物等がこれにあたり、成分規格や適切な処理方法などの規格基準を定められている。
（※３）食品衛生法第27条に基づく輸入食品の監視体制については、「厚生労働省：政策レポート（輸入食品の安全確保について） (https://www.mhlw.go.jp/seisaku/15.html）」を参照。
（＊）「―」は知見なし

下痢性
貝毒
（DSP）

【産生】
オカダ酸（OA）群はDinophysis 属及びProrocentrum
属の渦鞭毛藻類が産生、産生渦鞭毛藻を捕食した
貝が畜積
[DSP-1]

【物質】
OA群はOA、ジノフィシストキシン（DTX）1、DTX2や
DTX3を示す。脂溶性化合物であり、有機溶媒に高
い溶解性を示す。[DSP-1]
マウス毒性試験でペクテノトキシン（PTX）群（PTX2を
捕食したホタテガイの代謝物（PTX6））及び
イエッソトキシン（YTX）群は、OA群と区別して試験不
可能。[DSP-1]
二枚貝の貝毒に関するFAO/IOC/WHO合同専門家
会議は、PTX群及びYTX群について、人に対する影
響が不明であるため、現時点で規制値を定めるべき
ではないとした［DSP-2］

【対象食品】
イガイ、ムラサキイガイ、ホタテガイ等 [DSP-1]

【国内】
過去10年間（H23～R2）食中毒の発生無し（厚生労
働省統計）
[DSP-3]
1976-7年（岩手県、宮城県、神奈川県、東京都）、患
者数164名
1982年（北海道）、1件、患者数21名
1982年（岐阜県）、1件、患者数44名
 ［DSP-1］

【海外】
2001年、ノルウエー、1件、患者数39名
2001年、ポルトガル、2件、患者数6名
2006年、英国、1件、患者数159名
2009年、フランス、11件、患者数18名
 ［DSP-1］

【人における症状等】
下痢性貝毒は、急性の消化器障害を起こし、主な症状は、
下痢、腹痛、おう吐、吐き気、頭痛及び悪寒である。貝毒
を含んだ食品を喫食後、30分から4時間のうちに発症し、
ほとんどが72時間のうちに回復する。激しい下痢がこの中
毒の主な症状として挙げられるが、症状は一過性で、死に
至った報告はない。[DSP-1]

【急性毒性】
OA
マウス（CD-1）：LD50=1,000～2,000 µg/kg BW

マウス（NMRI)：LD50=880 µg/kg BW　　　　　　　 [DSP-4,5]

【毒性の種類】
マウス又はラットにOA又はDTX 群を投与すると、毒性所
見として下痢を含む消化管障害及び肝臓の障害が認めら
れる。また、投与経路により毒性の程度が異なり、経口投
与では、腹腔内投与より毒性が低いことが示されている。
[DSP-1]

【発がん性】
知見は無いが、皮膚二段階発がん試験で乳頭腫様病変
の発生報告あり。[DSP-1]
ラット（SD）にOAを経口投与（9～55週；10 µg/匹/日、56～
72週；20 µg/匹/日）した結果、腫瘍性変化をみなかった。
[DSP-12]

【厚生労働省】
下痢性貝毒を含む貝類について、殻付き、むき身、加工品等その形態によらず、その可食部1 kg当たりの毒量が0.16 mgOA当量を超えるもの
は、食品衛生法第6条第2号の規定に違反するものとして取扱う ［DSP-13,14］
食品衛生法第27条に基づく輸入届出について、対象国や対象食品等を定めて、下痢性貝毒に係る検査命令、自主検査等の指導を実施。（※
３）

【農林水産省】
優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストに含まれている。［DSP-15］
都道府県に対して二枚貝等の生産段階における監視、出荷の自主規制等のリスク管理措置を通知。[DSP-16]また、リスク管理についての具
体的な方策や留意点、科学的根拠等を示したガイドラインを通知。[DSP-17]
＜汚染実態＞
都道府県が生産段階における二枚貝等をモニタリングしており、出荷の自主規制を要請している。令和3年の下痢性貝毒による出荷の自主規
制は６件。[DSP-18]
先端技術を活用した農林水産研究高度化事業「現場即応型貝毒検出技術と安全な貝毒モニタリング体制の開発（2003～2006年度）」の測定結
果をもとにOA、DTX1及びDTX3を等価とし、中腸腺と可食部の割合を1:10とした場合、66.0%が0.02 mg/kg可食部以下、93.1%が0.16 mg/kg可食
部以下だった。[DSP-1]
貝の毒化は、全国に及ぶが東北及び北海道沿岸で顕著。季節変動があり、4月中旬～5月に毒化開始、6～7月にピーク、9～10月に消失と考え
られている。[DSP-19]

【Codex】
生きた及び生の二枚貝：ML≦0.16 mg of OA eq/kg（2015）[DSP-20]

【EU】ML=0.16 mg of OA eq/kg（2004）[DSP-21]

【オーストラリア、ニュージーランド】ML=0.2 mg of OA eq/kg　[DSP-22]

【食品安全委員会】
食品健康影響評価を実施（2014年：二枚貝中のオカダ酸群（OA群。OA及
びジノフィシストキシン（DTX）1、DTX2、DTX3を対象。））
フランスのDSP事例からLOAELを0.8 µg OA/kg BWとし、OA群のARfDを0.3
µg OA/kg BWと設定した。
[DSP-1]

【FAO/IOC/WHO】
OAに関する慢性的な影響に関するデータが不足しているためTDIは設定さ
れていない。暫定的なARｆDを0.33 µg OA/kg BWとした。
（FAO/IOC/WHO,2004）[DSP-2]

【EFSA】
ARｆD=0.3 µg OA/kg BWとした。（2008）[DSP-23]
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トラフグの肝」に係る食品健康影響評価について
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11 食品安全委員会
自然毒評価書　「佐賀県及び佐賀県内事業者が提案する
養殖から提供まで管理された方法により取り扱われる養殖
トラフグの肝臓」に係る食品健康影響評価
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